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夢の実現を応援！産業支援プログラム

創業や販路拡大のチャンス
─ 昨年度は2,700万円以上の補助金を交付 ─

　市内での新たな創業・事業拡大や、商品開発・販路開拓のための事業、観光イベントの実施などの
取り組みに対して、補助金を交付します。（平成29年度中に実施・完了する事業が対象）

※�申請書は商工観光課・各支所産業建設
課にあります。また、市ホームページ
からもダウンロードできます。詳細に
ついては市ホームページ（しごとの情
報→産業振興→商工業をクリック）を
ご覧になるか、お問い合わせください

受付開始 　５月１日㈪～　　 受付窓口 　商工観光課
　
申請の流れ 　　　　　　　　　　��

１．申請書の提出（５月１日～）
２．審査・交付決定
３．事業の実施
４．報告書の提出（～３月31日）
５．補助金額の確定・交付

対象事業 補助率・補助額 対象者

産業元気づくり事業
　①新品種・商品開発の事業
　②地域ブランド構築の事業
　③異業種連携による事業

２／３以内
上限100万円

市内の農林漁業者、
中小企業者など

６次産業化チャレンジ事業
　６次産業化、農商工連携による事業

１／２以内
上限100万円

販路拡大きっかけづくり事業
　①ＰＲ事業、イベントの開催
　②商談会、見本市などへの参加
　③製品パッケージやパンフレットなどの作成
　④空き店舗などを活用する事業

①②③２／３以内
上限100万円
④１／２以内
上限100万円

人材育成サポート事業
　①人材育成講座などへの参加
　②経営相談、専門家の受入
　③セミナーの開催

１／２以内
①上限１人２万円
②③上限５万円

創業応援事業
　①市内での創業、市外からの移転
　②空き店舗などを活用する創業

①１／２以内
②２／３以内
上限100万円

創業希望者、
市内の中小企業者など

まちなか景観魅力アップ事業
　�景観の魅力向上や地域文化に配慮した施設の
整備

１／２以内
上限150万円

商店街団体など

観光イベント事業
　観光イベントの開催

１／２以内
上限50万円

イベント実行委員会など

左ページ
　声●1

左ページ
　声●2
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●問い合わせ・申し込み　商工観光課商工振興室　☎53−2111（内線353）観光イベントは観光交流室（内線351）

●問い合わせ・申し込み　商工観光課商工振興室　☎53−2111（内線353）

受 付 期 間　５月１日㈪～６月23日㈮　※土・日曜日、祝日除く
　　　　　　午前８時30分～午後５時15分
受 付 窓 口　商工観光課

［交付金の概要］
対　象　者　�新たに創業する市内に在住する個人または市内に本店などをおく事業者（創業まで

に市内に住所を置く個人または本店などをおく事業者を含む）
交 付 要 件　次の全てを満たすこと
　　　　　　①新規に１人以上雇用し、３年以上継続して雇用すること
　　　　　　②市と協定した金融機関から償還期間３年以上の融資を受けること
　　　　　　③市の他の補助金などの交付を受けないこと
対 象 経 費　�飲食費を除く、申請した年度の創業に係る必要な費用。
　　　　　　例）事前調査費、設備購入費、施設整備費、人件費ほか
　　　　　　※交付決定前の創業に係った費用については対象外となります
交付限度額　新規雇用者が１人のとき200万円、２人以上のとき400万円

※�申請方法など詳しくは募集要項をご覧ください。募集要項は商工観光課、各支所産業建設課、
各金融機関にあります。また、市のホームページからもダウンロードできます
※�交付金は申請者全てに交付されるものではありません
［協定金融機関］
第四銀行村上支店、北越銀行村上支店、大光銀行村上支店、きらやか銀行村上支店
村上信用金庫、新潟縣信用組合荒川町支店、新潟県労働金庫村上支店
にいがた岩船農業協同組合、かみはやし農業協同組合

ホームページやリーフレットなどを作成。
うまいもんや新町（新町1005−２）

オーナーの
石田さん夫妻

オーナーの
五十嵐見江子

さん

村上駅前の空き店舗を利用し、かばんや
雑貨の販売店を開業。
グローカルスタイル村上（田端町９−41）

村上市雇用創出型創業チャレンジ事業交付金

新規創業を交付金で支援します創業で新
規

に雇用す
る

ならこち
ら

　念願の自分の
お店を持つこと
ができました。
お店に遊びに来
てください。

声●1声●2

　おかげさまでこ
んなすてきなポス
ターやリーフレッ
トを作成すること
ができました。

創業応援事業 販路拡大きっかけづくり事業
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